
全国森林計画の策定について（参考資料）



森林・林業基本法及び森林・林業基本計画に基づく森林・林業政策の推進

《基本理念》 《主要施策》

・ 森林計画において森林を重視すべき機能に応じて「水土保全林 「森林と人との共生林 「資源の循環利用林」森 林 の 有 す る 重視すべき機能に 」 」
に区分するとともに、森林の機能が最大限に発揮されるよう事業体系を見直し、区分に応じた施策を推進多面的機能の発揮 応じた森林整備及

び保全
① 水 土 保 全 林 対 策・・・針広混交林への誘導方策として広葉樹導入を行う長期育成循環施業等に対し助成
② 森林と人との共生林対策・・・ＮＰＯなど市民の参画を得て里山林の整備等を推進
③ 資源の循環利用林対策・・・路網の高密化等と併せて、保育・間伐等の森林整備を効果的に推進

・ 森林施業計画に基づく計画的かつ一体的な森林施業を確保するため、施業の実施に不可欠な森林の現況調査等
の地域活動に対する支援を実施

・ 森林の整備・保全は社会全体で支えるという国民意識を醸成するため、森林ボランティア活動等広範な国民に国 民 参 加 の
よる植樹活動、森林環境教育、学校林の整備・活用等を推進森づくりの展開

・ 都市との交流、若者・Ｉターン者等の定住促進等による魅力ある山村づくりを総合的に推進都 市 と 山 村 の
共生・対流

・ 新規就業者の円滑な就業を促進するため、林業労働力確保支援センター等による支援を行うとともに、厚生労林業の担い手の
働省の緊急雇用対策と連携し、１年間にわたり実地研修等を行う「緑の雇用担い手育成対策事業」を実施確保・育成

林業の持続的かつ
健全な発展

・ 団地化・受委託による効率的な森林施業の推進を図るため、施業や経営の受託者を森林施業計画の作成主体に林業・木材産業の
位置付け構造改革及び木材

・ 全都道府県において、林業・木材産業構造改革プログラムを策定林産物の供給・ 需要の拡大
・ 林業については、高密度路網の整備、高性能林業機械の導入等、木材産業については、乾燥材などの品質・性利用の確保
能の優れた木材の安定供給体制の整備等を通じて、構造改革の推進を支援。
併せて、しいたけの生産･流通の構造改革を支援

・ 住宅や公共施設等における地域材利用や木質バイオマスのエネルギー利用等を促進



＜第２ステップ＞

H17～ （注）所要の追加的対策の実施

対策の評価・見直しH19

＜第１ステップ＞

可能な対策は直ちに実施H14～

対策の評価・見直しH16

＜第３ステップ・第一約束期間＞

所要の追加的対策の実施H20～

６％削減の達成、報告H20～H24

第一約束期間における森林吸収量3.9％を達成するためには、国内森林の７割（1750万ha）について、吸収量算入の要件である
「適切な森林経営」を実施し、持続可能な形での森林蓄積の増加1300万炭素トン相当を確保する必要

・育成林においては、森林・林業基本計画の目標達成に必要な適切な森林整備を展開する必要
・保安林等においては、適切な管理・保全を実施することが必要
・併せて、木材の利用、国民参加の森林づくり、報告・検証体制の強化を推進

現状程度の整備水準では吸収量は3.9%を大幅に下回るおそれがあることから、コスト縮減に取り組むなど効率的かつ効果的な整備
を推進しつつ、労働力確保や木材利用の促進との関係も踏まえ、当面、即座に着手すべき推進体制の確立等を優先し、10年間にわた
り、節目節目に対策の内容を見直すことも含めて、着実な推進に努力

＜第１ステップ＞

H15～
推進体制の整備

対策の評価・見直しH16

＜第２ステップ＞

H17～
必要な追加的対策を含め所要の

水準を確保

対策の評価・見直しH19

＜第３ステップ・第一約束期間＞

H20～
森林整備・保全等の着実な推進

3.9％吸収の達成、報告H20～H24

○育成林約１１６０万 、天然生保安林等ha
約５９０万 について、森林・林業基ha
本計画の目標達成に必要な、適切な森林
整備、保全管理を推進

H15：
・林野公共事業の強化を図りつつ、重点
化･効率化
・雇用対策と連携した労働力の育成･確保
・木質バイオマス利用施設の整備
・吸収量の報告・検証体制の整備
・関係府省との連携強化
等を通じて、最大限の効果を確保
H16：
温暖化対策全体と合せ､対策の評価･見直し・

H17～：
第１ステップの進捗状況を踏まえ、必要
な追加的対策（温暖化対策税制の検討・
導入等）を含め、森林整備の強化を図る

H19:
・条約事務局による検証･報告体制の審査
温暖化対策全体と合せ､対策の評価･見直し・

H20～
温暖化対策全体の評価･見直しに合わせ
て、10カ年対策についても進捗状況等の
評価に基づく見直し

3.9％吸収量を達成し、毎年報告

（注）中環審地球温暖化対策税制専門委中間報告において、
「2004年(H16年)に実施される評価等において必要とされる場合、第２ステップ以降早期に温暖化対策税を導入す
べき。税の使途についても検討すべき。例えば、植林、里山林の整備、国土緑化運動の推進等 」とされている。。

地球温暖化防止森林吸収源１０カ年対策の考え方

Ｈ１４（２００２）～Ｈ１６（２００４） Ｈ１７（２００５）～Ｈ１９（２００７） Ｈ２０（２００８）～Ｈ２４（２０１２）

地球温暖化対策推進大綱

［ ］排出削減 ６％の確保

森林吸収源10カ年対策

［ ］吸収量 3.9％の確保



森林・林業基本計画、全国森林計画、森林吸収源10カ年対策の関係（イメージ図）

☆森林・林業基本計画
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○

H12 H22 H32 概ね50年後

全国森林計画
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○

H16.4.1 H31.3.31H14

森林吸収源10カ年対策

ε
「森林吸収源10カ年対策」に基づき、効率的かつ効果的な対策を推進

森林吸収源10カ年対策 )(H15～24
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森林の多面的機能が安定
的に発揮される｢指向する
森林の状態｣(概ね50年後)
を参考として示した上で、
これへの達成過程として
の10年後、20年後の森林
の状態を目標として設定

・10年後の目標
ha育単 1020万
ha育複 140万
ha天然 1350万

・20年後の目標
ha育単 970万
ha育複 230万
ha天然 1310万

・指向状態(参考)
ha育単 440万
ha育複 870万
ha天然 1200万

基本計画の目標の達成
を図るため、基本計画に
即して計画期末(15年後)
の目標、目標達成に必要
な造林、伐採等の施業量
等を、44の広域流域ごと
に設定

・目標(計画期末)
ha育単 982万
ha育複 215万
ha天然 1315万・現況

ha育単 1034万
ha育複 90万
ha天然 1388万

・目標達成に必要な計画量
(15年間分)

３主 伐 299百万ｍ
３間 伐 218百万ｍ

ha人工造林 1113千
km林道開設 47千

基本計画の
目標ライン

京都議定書に基づく3.9
％の確保には基本計画の
目標達成が不可欠との考
えのもと、所要の施策を
推進

地球温暖化防止を含めた森林の多
面的機能への国民のニーズを踏ま
え、平成13年10月に策定
京都議定書の履行に向け 14.H
3月に見直された｢地球温暖化
防止対策推進大綱｣との整合
が図られている。

第１約束期間( 20～24)H

・京都議定書の吸収量の算定対象森林となるためには「適切な森林経営」が行われていることが必須
基本計画の目標が達成された場合、育成林や保安林等の天然生林が算定対象となり３．９％の達成が可能・
つまり、基本計画の目標、基本計画に即する全国森林計画の目標及び計画量の達成が必要・

【うち森林関係部分】

指
向
状
態
へ
の
達
成
度
合
（
イ
メ
ー
ジ
）



望ましい森林への誘導の考え方

森林の区分 望 ま し い 森 林 へ の 誘 導 の 考 え 方

・緩傾斜に立地し成長量の高い針葉樹単層林について､一伐採面積の縮小やモザイク的な配置に留意し長伐期化を

図り、引き続き育成単層林として管理水土保全林

・上記以外の針葉樹単層林について、育成複層林に誘導

・保安林等継続的な育成管理が必要な森林について、育成複層林に誘導

・荒廃地等植栽が必要な箇所について、単層状態の森林を造成した上で、将来的には育成複層林に誘導

緩傾斜に立地し成長量の高い箇所について・針葉樹単層林については、育成複層林への誘導を基本とし、里山等の

は、景観等への影響を配慮して、引き続き育成単層林として管理森林と人との

・優れた自然や景観を構成する森林について、引き続き天然生林として、自然の推移に委ねることを基本とし、

必要に応じ植生の復元を図るなどの保全管理を実施共 生 林

・ふれあいの場等として継続的な育成管理が必要な都市近郊や里山等の森林については、広葉樹と針葉樹の混交を

含む複層状態の森林へ誘導

・成長量の高い針葉樹単層林について、育成単層林として管理

・上記以外の針葉樹単層林について、群状又は帯状の抜き伐り等により効率的に育成複層林に誘導資 源 の

・針葉樹単層林に介在する広葉樹等継続的な育成管理が必要な天然生林について、優良大径木を有する育成複層林

に誘導循環利用林



２．望ましい森林資源整備の考え方

望ましい森林資源の整備においては、育成単層林（人工林）
から育成複層林への誘導を主要課題とし、重視すべき森林の区
分毎に以下の考え方による整備を推進。

（１）水土保全林

①育成複層林の整備
人工林のうち引き続き育成複層林として整備する森林以

外については、長期育成循環施業等により育成複層林に誘
導・整備。
また、水土保全上継続的な育成・管理が必要な保安林等

の天然生林及び今後、水源林造成等により造成される育成
単層林を育成複層林に誘導・整備。

②育成複層林への移行期間
育成複層林への誘導のための伐採（抜き伐り）は、１２

齢級を基本に実施を見込むが、現状の育成単層林の資源構
成から、当面は複層林へ移行面積は漸増し、その後対象森
林の増加に伴い増大し、おおむね指向状態に移行する期間
は５５年となる。

③育成単層林の整備
緩傾斜にあり成長量の高い育成単層林（人工林）につい

ては、一伐採面積の縮小やモザイク的な配置に留意し、引
き続き育成単層林として整備。
伐期については、水土保全の観点から現在の平均伐期の

１２齢級（５５～６０年生）が５０年後には平均１８齢級
（８５～９０年生）へ長期化。

【参考：平成１３年林政審議会資料（抜粋）】

＜前提条件＞

○育成単層林は、緩傾斜（２０度以下）にあり成長量の高い（平均成長量５m3／年以上）

森林

○育成複層林（人・人）は、上記以外の成長量の高い森林

○育成複層林（人・天）は、成長量の高くない（平均成長量５m3／年未満）森林

○育成複層林（天・天）は、水土保全上継続的な育成・管理が必要な保安林等の森林

水土保全林
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育成単層林 580 210
育成複層林（人・人） 10 280
育成複層林（人・天） 0 100
育成複層林（天・天） 40 130
天然生林 670 590

現況 指向



（２）森林と人との共生林

①育成複層林の整備
現在、人工林である育成単層林は、一部を除き広葉樹と

の混交を含む育成複層林に誘導・整備。
また、自然とのふれあいの場等として、継続的な育成・

管理が必要な里山や都市近郊の天然生林を育成複層林とし
て整備。

②育成複層林への移行期間
育成複層林への誘導のための伐採（抜き伐り）は、１２

齢級を基本に実施を見込むが、当面は里山や都市近郊の天
然生林をふれあいの場等として早期に整備することから移
行面積は増加するが、その後対象森林の資源構成に応じて

、 。増加し おおむね指向状態に移行する期間は６０年となる

③育成単層林の整備
里山等のに緩傾斜地に小規模・分散的に存在し、成長量

の高い育成単層林は、景観等に配慮し、引き続き育成単層
林として整備。
水土保全林と同様に伐期は基本的に長期化。

【参考：平成１３年林政審議会資料（抜粋）】

＜前提条件＞

○育成単層林は、緩傾斜（２０度以下）に小規模・分散的にあり成長量の高い

（平均成長量５m3／年以上）森林

○育成複層林（人・人）は、上記以外の成長量の高い森林

○育成複層林（人・天）は、成長量の高くない（平均成長量５m3／年未満）森林

○育成複層林（天・天）は、里山林や都市近郊林等継続的な育成・管理が必要な森林

森林と人との共生林
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現況 指向



（３）資源の循環利用林

①育成複層林の整備
急傾斜地にある人工林は、長期育成循環施業等により育

成複層林に誘導・整備。
また、育成林に介在する広葉樹等継続的な育成・管理が

必要な天然生林を併せて、育成複層林として整備。

②おおむねの目標達成期間
複層林への誘導のための伐採（抜き伐り）は、１２齢級

、 、を基本に実施を見込むが 成長が旺盛な森林の割合が高く
１０齢級からの導入も多いことから、おおむね指向状態に
移行する期間は４０年となる。

③育成単層林の整備
成長が旺盛な育成単層林は、一部を除き引き続き育成単

層林として整備。
伐期については、現況の平均伐期の１２齢級を中心に半

数が長伐期（伐期齢１８）へ移行。

【参考：平成１３年林政審議会資料（抜粋）】

＜前提条件＞

○育成単層林は、緩傾斜（２０度以下）にあり成長量の高い（平均成長量５m3／年以上）

森林に加え、特に成長量の高い（平均成長量８m3／年以上）森林

○育成複層林（人・人）は、上記以外の成長量の高い森林

○育成複層林（人・天）は、成長量の高くない（平均成長量５m3／年以上）森林

○育成複層林（天・天）は、上記育成林に介在する広葉樹等継続的な育成・管理が必要な

森林

資源の循環利用林
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森林・林業基本計画の概要
（平成13年10月26日閣議決定）

○ 森林・林業基本法の基本理念である「森林の有する多面的機能の発揮 「林業の持」、
続的かつ健全な発展と林産物の供給及び利用の確保」の達成に必要な森林及び林業に関
する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画。

第１ 森林及び林業に関する施策についての基本方針

・ 基本理念の実現を図るための施策展開の基本的な方針を記載。

第２ 森林の有する多面的機能の発揮並びに林産物の供給及び利用に関する目標

、 、 、・ 森林所有者等の森林の整備や保全 林業 木材産業の事業活動等の指針とするため
関係者の取り組むべき課題を明らかにした上で 「森林の有する多面的機能の発揮」、
と「林産物の供給及び利用」の目標を設定。

・ 「森林の有する多面的機能の発揮」の目標については、重視すべき機能に応じて、
森林を「水土保全林 「森林と人との共生林 「資源の循環利用林」に３区分し、」、 」、
① 「水土保全林」では、国土の保全や水源のかん養を図るため、混交林化を図るな
ど複層林へ誘導
「 」 、 、② 森林と人との共生林 では 広葉樹の導入等による森林構成の多様化等を進め
広く国民に開かれた森林環境教育や健康づくり等のための森林へ誘導

③ 「資源の循環利用林」では、木材資源の利用に適した森林へ誘導
するとの考え方の下、１０年後、２０年後の森林の状態を多面的機能の発揮の目標と
して提示。

・ 「林産物の供給及び利用」の目標については、森林の有する多面的機能の発揮に必
要な望ましい森林整備を通じて産出される１０年後の木材の供給量及び製材等用途別
の利用量を目標として提示。

第３ 森林及び林業に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

・ 施策についての基本的方針に従い 「森林の有する多面的機能の発揮」と「林産物、
の供給及び利用」の目標の達成に向けて、各般の施策を展開。

(1) 森林の有する多面的機能の発揮に関する施策
森林の整備の推進、森林の保全の確保、技術の開発及び普及、山村地域における

定住の促進、国民等の自発的な活動の促進、都市と山村の交流 等

(2) 林業の持続的かつ健全な発展に関する施策
望ましい林業構造の確立、人材の育成及び確保、林業労働に関する施策、林業生

産組織の活動の促進、林業災害による損失の補てん

(3) 林産物の供給及び利用の確保に関する施策
木材産業等の健全な発展、林産物の利用の促進、林産物の輸入に関する措置

等

第４ 森林及び林業に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

・ この計画については、森林及び林業をめぐる情勢の変化並びに施策の効果に関する
評価を踏まえ、おおむね５年ごとに見直し 等




